
千歳恵庭圏都市計画地区計画の決定（恵庭市決定）

都市計画戸磯南地区地区計画を次のように決定する。

１．地区計画の方針

名     称 戸 磯 南 地 区 地 区 計 画

位     置 恵庭市戸磯の一部

区     域 計画図表示のとおり

面     積 １１．２ ヘクタール

地区計画の目標 当地区は、恵庭市の中心市街地から東約３㎞、JR サッポロビール庭園駅より北西約 0.1km
に位置し、東は都市計画道路「恵千通」に接した交通利便に優れた地区であり、現在、土地区

画整理事業により工業団地造成が計画されている地区である。

土地区画整理事業の整備効果の維持・増進を図り、事業後に予想される建築物等の用途の混

在などによる利便の悪化を未然に防止し、隣接した工業団地と調和した工業系業務地としての

土地利用を適正に誘導し、活力と潤いのある工業団地の形成を図ることを目標とする。
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土地利用の方針 当該区画整理事業の土地利用計画を基本とし、良好な業務地環境の創出と保全を図る。

地区施設の整備の

方針

地区内の区画道路及び緑地については、当該区画整理事業により整備されるので、その機能

の維持･保全を図る。

建築物等の整備の

方針

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等に関する制限を次のように定める。

１．工業系業務地として、業務機能の増進が図られるよう、地区の土地利用にふさわしい「建

築物の用途の制限」を行う。

その他当該地区の

整備・開発及び保全

に関する方針

良好な市街地環境を形成するため、建築物等については、刺激的な色彩または装飾を避け、

美観・風致を損なわないものとする。



２．地区整備計画

理由

戸磯南地区については、建築物等の用途の混在などによる利便の悪化を未然に防止し、隣接した工業

団地と調和した工業系業務地としての土地利用を適正に誘導し、良好な工業団地の形成を図るため、新

たに地区計画の決定を行う。
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地 区 の 名 称 戸 磯 南 地 区

地 区 整 備 計 画 を 定 

め る 区 域
計画図表示のとおり

地 区 整 備 計 画 の 区 

域 の 面 積
約 １１．０ ヘクタール
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建築物の用途の制限 次に各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

（１） カラオケボックスその他これに類するもの

（２） 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

（３） 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

（４） 自動車教習所

（５） 畜舎

備    考
 用語の定義及び面積等の算定方法については、特別に定めるものを除き、建

築基準法及び同法施行令の例による。
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